
杵築市告示第 ２ 号 

 

 

地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条５項の規定によ

り筆界案を作成したので、次のとおり告示する。 

 

 

令和８年１月９日 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

記 

 

１．筆界案を作成した土地の所在及び地番 

  杵築市大字大内字塩屋崎４８９８番２ 

 

２．筆界案を確認することができる場所 

杵築市農業委員会事務局 

杵築市大字南杵築２２８８番地 杵築十王教育文化会館２階 

 

３．筆界案を確認することができる者 

筆界案を作成した土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

 

４．筆界案の作成者 

杵築市 

 

５．意見の申出 

令和８年１月１３日から２月２日（土曜日及び日曜日・祝日を除く） 

午前８時３０分から午後５時の間、意見を申し出ることができる。 

なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出がな

いときは、準則第３０条第５項の規定により、作成した筆界案のとおり調査を

行う。 

 

 

 

写


